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特　　集

モビリティ革命の現在地と知財活動

　抄　録　100年に一度といわれる大変革が，自動車業界を揺るがし始めている。社会的に5G通信イ
ンフラが整備されると，自動車でも大幅に進化したコネクティッドサービスや自動運転機能が実現さ
れていく。自動車がIoTの各種デバイスと相互接続されるようになると，CASE/MaaSと呼ばれるプ
ラットフォームは自動車を飲み込んでいくことになる。遠い将来，車が個人の所有物ではなく，サー
ビスの一環となった時には，企業の持つブランド・技術・デザインなどの重要性が失われることを意
味するのかもしれない。これから起きる産業構造の変化の過程で，知財部門には知財創出・保護・活
用だけでなく，標準化規格に組み込まれた必須特許の対応も必須となり，そして異業種との知財的連
携がこれまで以上に重要になる。企業の中の部門としての役割も，知財プロとしての個人の意識も変
わらざるをえない筈である。筆者は昨年までアメリカに駐在し知財関連業務に従事しており，アメリ
カ滞在当時の具体的な経験等を踏まえて説明する。
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1 ．	はじめに

カールベンツのガソリンエンジンの自動車が
世に出たのが1885年であり，その特許が登録に
なったのが翌年のことである。自動車の歴史は
優に130年以上過ぎているが，デジタル・通信・
ネットワーク・AI等の技術革新，IT企業の知
能自動車への挑戦，メガサプライヤーによる
CASEの主導権争いなど，多くの要因が自動車

完成車メーカーの存在を揺るがし始めている。
CASE/MaaS（Connected Autonomous Shared 
& Service Electric / Mobility as a Service）と
呼ばれる機能は①クルマがネットワーク経由で
あらゆるデバイスにつながり，様々なサービス
を享受でき，②必要時にオンデマンドで配車さ
れ，③運転手不在でも，移動サービスが受けら
れるということになる。そして，そこにはブロ
ックチェーンという技術が必要不可欠となるだ
ろう。車両１台毎に与えられたVID（Vehicle 
Identification）により，車中で受けるサービス
だけでなく，車両走行による交通データを含む
様々なデータを販売できる可能性も開けるので
ある。2018年５月に設立されたコンソーシアム
MOBI（Mobility Open Blockchain Initiative）
の目指す将来像１）では，CASE/MaaSの時代の
ブロックチェーン技術が生み出す車を中心とし
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た社会システムを垣間見ることが出来る（図１）。
世界がそこまで変化していくスピードは誰に
も読めないが，ハードウエアとしての車はソフ
トウエアとの連携を深めるという方向に向かっ
ている。やがて完成車メーカーを頂点とした現
在の自動車産業は，CASE/MaaSを運営するプ
ラットフォーマーに飲み込まれてしまう可能性
も否定できない。その変化に対応すべく，自動車
完成車メーカーや部品・システムサプライヤーの
パートナーづくりや合従連衡が始まっている。
数年前にデトロイトのフォードミュージアムを
訪問した時に買い求めた一枚のポスター２）が手
元にある。The Genealogy of Automobile Com-
panies（自動車会社の系譜）というタイトルで，
1900年以前から2010年代までの120年間に存在
した世界の自動車会社（日米欧がほとんどだが）
をプロットしたものである。1900年時点で，誕
生から自動車会社だったのは，ルノー，ダイム
ラー，ベンツ，オールズモービル，フィアット
など数社であるが，異業種から自動車産業に転
換した企業の系譜も見てとれる。1900年代の自
動車完成車メーカーの歴史上の自然淘汰が一覧
出来るポスターである。
もし，このポスターが2100年に作られるとす

れば，1900年初期と同じように，現在の自動車
産業とは異業種の企業が，次の100年にわたる
流れを作り出しているかもしれない。20世紀の
主要自動車産業が日米欧中心であったとして
も，21世紀が同じである道理はない。それが
GoogleやAppleなのか，UberやHuaweiなのか
誰にも予想はつかない。そして100年後は，自
動車というハードウエアを作る企業ではなく，
携帯のiOSやAndroidの様なプラットフォーム
を牛耳る産業が自動車をIoTの一つとして飲み
込んでしまっているかもしれない。2020年は，
その変化が始まって数年過ぎたポイントにあ
る。現在の電動化や自動運転機能の議論につい
ては，バブル的な様相を呈している感もあるが，
そこを差し引いても，まさに100年に一度の大
改革が自動車産業だけではなく社会全体に起こ
りつつあるのである。

2 ．	自動車産業の発展の歴史

自分の車を所有し運転すること，個人の移動
の自由を車によって誰もが持ち得ることは，多
くの人の憧れでもあり，夢でもあった。戦後の
復興から世界の経済成長，人口増加，工業化の
進展など20世紀はそのすべてが自動車産業の成
長を後押ししてきた時代でもあった。
1997年に欧州で発表されたCar of The Century 

“COTC”３）のトップは，かのFord Model Tだっ
たが，嬉しいことに，その選考過程のトップ
100台には，トヨタ（カローラ），レクサス（LS400），
日産（240Z），マツダ（RX7・MX5），ホンダ（シ
ビック・NSX）の計７台が選ばれている。100
台の車は，現在の安全規制やマーケティング調
査結果に縛られた似かよったデザインの車より
も，作り手の車にかける思いや特徴が出ている
ものばかりである。しかし，膨張を続けた自動
車市場も，やがて環境という壁に直面すること
になる。
1973年のオイルショックの１年前に「成長の

図１　VIDを活用したモビリティエコシステム
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限界 The Limits to Growth」４）というレポート
が，ローマクラブから発行された。ローマクラ
ブとは，1970年にスイス法人として設立された
民間のシンクタンクであるが，地球規模の諸問
題，人口増大，環境汚染，天然資源の枯渇など，
様々な課題に対しての研究を行い，人類への警
告をレポートをもって発信したのである。1972
年の日本といえば，沖縄返還，日中国交樹立の
時代である。それだけ早い時期に，地球規模の
エネルギー危機，環境汚染，人口増加などの課
題を捉え，発信していたという先見の明に驚く
ばかりである。
幾何級数的成長の限界に関する項目を列挙
し，2000年以降の人類の成長を維持していくに
あたって，物質的・社会的な必要要素に分けて
解説したこのレポートには，当然，地球温暖化
の元凶とされるCO2の問題も，報告されている。
ハワイのマウナロア山で計測されていた大気中
の炭酸ガス濃度は，1950年あたりを境に，二次
曲線的に増加しており，2000年の断面において
の予測数値は1900年の280ppmから，380ppmと
なっていた。（実際に380ppmに到達したのは
2006年頃で，2018年時点では，410ppmを超え
たと報告されている。）
このレポートの中では温暖化対策として化石
燃料の代替手段に原子力を勧めているわけでも
なく，地球上の生産活動における必要なエネル
ギーから発する熱は，それが化石燃料であれ何
であれ，熱汚染として議論されているところが
興味深い。電気自動車であれガソリン自動車で
あれ，それを使うために発生するエネルギーが
多くなり，地球が正常に吸収できる熱量を上ま
われば，地球に対する熱汚染として捉えており，
それによって多くの気象学的異変が発生する，
と示唆している。1972年には，田中角栄通産相
の「列島改造論」が発行され建設ラッシュが始
まろうとしていた日本だが，その段階で今の世
界異常気象を予見していたわけである。

未だ石油資源の枯渇が喫緊の課題と思われて
いた2000年に入る前あたりから，究極の再生可
能なエネルギーの水素に期待が高まり，日米欧
の自動車メーカーが燃料電池開発を本格化させ
る。複数の企業から燃料電池の実験車がデモン
ストレーション用にと限定リリースされた。高す
ぎる燃料電池システムコストがネックではあった
が，それ以上に水素燃料供給体制も整わず，そ
の地位は電気自動車にとって代わられてしまう。
そして，化石燃料を使う内燃機関にとどめを
刺すように2017年に欧州にて大きな発表があっ
た。それがガソリン／ディーゼル車の販売禁止
施策である。英仏では2040年以降のガソリン／
ディーゼル車の販売を禁止。オランダでも2030
年までにガソリン／ディーゼル車の販売禁止な
ど，ガソリンエンジンの自動車が，欧州の政府
規制により販売できなくなる日が来ることにな
る。自動車の動力源である内燃機関開発には，
完成車メーカーが多くの技術的ノウハウ・知財
を保有しているのだが，果たしてこの無形資産
の価値が無くなる日が来るのかもしれない。
余談ではあるが，アメリカではエネルギー関

連科学技術予算をDOE（Department of Energy，
エネルギー省）などの省庁が中心となって各大
学や研究機関へ配賦している。その成果は開発
当事者からレポートとなってDOEに報告され，
いずれはアメリカ国内で最初の事業化を目指す
ことになる。その科学技術予算に関してDOE
への予算の配分を決める権限があるのは，議会
である。DOEは議会に対して報告義務を負う
のだが，議会は独自に特定技術分野に独立した
監査委員会を持っている。監査委員として議会
から嘱託される科学技術者は長年の経験と知識
を持った独立した専門家であり，DOEが予算
配賦した企業や大学などへの立ち入り監査権を
持ち，実際に研究の現場に足を運び技術者と面
接する権利が与えられている。彼らは，DOEか
ら議会に上がるレポートを独自の視点で監査
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し，議会の予算委員会に報告するのである。膨
大な科学予算の配賦と開発成果のチェック／バ
ランス機能が三権分立（議会・省庁・監査委員
会）の如く機能しているわけである。アメリカ
の科学技術の強さの維持には，こんな仕組みが
隠れている。

3 ．	モビリティ革命「IT企業の挑戦」

自動車産業を外から揺さぶる変化の兆しが見
えたのは，Googleが自動運転車両を開発してい
るというニュースが流れた2009年だろう。その
少し前になるが，アメリカのDARPA（Defense 
Advanced Research Projects Agency）は，軍
用車の開発を目的にモハべ砂漠を自動走行する
ロボットカーレース「グランドチャレンジ」を
2004年に主催した。初年度は完走車がなかった
のだが，2005年には，５台が完走している。優
勝したのはスタンフォード大であったが，同じ
く完走したカーネギーメロン大も含め各所から
人材を集めて，Googleは自動運転プロジェクト
を立ち上げる。そして2014年には，ユーモラス
な形をした自動運転車を発表するのだが，それ
と同時に自動運転のテスト走行距離が160万キ
ロを超えたことも同時に発表したのである。
やがてGoogleのキャンパスで走り回るこの車
を見た人々や自動車業界に与えたインパクト
は，大きかった筈である。それまでの自動車企
業は，各社が協調してITS（高度道路交通シス
テム）によるドライバーを支援するインフラ整
備とADAS（先進運転支援システム）をベース
に，長期的な安全技術開発・導入を目指してい
たのだが，それを飛び越えて自動運転を実現す
るというGoogleのニュースと，後にAppleも自
動運転車の開発に参加するニュースも流れたこ
とで，自動運転車はIT企業が先鞭をつけると
いったイメージが出来てしまった。
2015年には，テスラ社がモデルＳにオートパ
イロット機能を搭載するのだが，実際にはレベ

ル２相当の機能であっても，オートパイロット
の名前が独り歩きするかのように，テスラは自
動運転機能のトレンドセッターになっていく。
当初は半信半疑だった自動車メーカーも，自動
運転への関心が一気に高まってくるのと，
Googleの開発状況を知るにつけ，開発に本腰を
入れ始めた。2012年にはアウディがネバダ州で
自動運転許可を取り，デモンストレーションを
始めるのと同時に，自動車各社は一気に実験車
を路上に送り出すことになる。そして，Google
（Waymo）との提携に数社が参加することにな
り，のちにはUberも自動運転開発に参画。自
動車各社はWaymoはじめUber・Lyftなどの異
業種とのパートナーを組んで，デモンストレー
ションを始める。
実は，こういった異業種との協業というのが，
知財担当部門からすれば，大いに苦労させられ
るポイントである。通常，自動車部品メーカー
との共同開発となれば，お互いの開発分担，責
任負担そして知財責任分担など，将来の事業展
開の姿が見えるだけに，契約もスムーズに決め
られることが多い。しかし，自動運転という未
知の領域になると，自動運転車というセンサー
満載のハードウエアだけでなく，様々な状況に
応じた各種システムのオペレーションであった
り，ソフトウエアの仕様あるいは認知・判断と
いった部分のアルゴリズムだったりを，協業の
中で切り分けていく事になる。
しかし，相手が特にソフトウエアIT系の企
業となると，出願前の新規性調査や第三者の権
利との侵害調査などしない企業も多く，そうい
った環境下で育ったIT企業サイドの技術者な
どは，自社の権利・ノウハウを幅広く考える傾
向にある。そうなると二者間のノウハウ，公知・
既知の技術領域の線引きが難しく，協業の中で
生まれた発明・新規ノウハウの帰属問題だけで
なく，不幸にも協業が終了して，自社単独であ
るいは第三者との共同開発などを始める場合な
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どを含めて考えると，最初の開示情報の整理が
重要になってくる。
知財部門としては，こういった自動車業界と

の付き合いがない異業種やベンチャーなどとの
共同研究の場合には，そのプロジェクトに深く
入り込み，将来の技術開発成果・知財のコンタ
ミネーションが起こらないように，開示を受け
る情報の管理を開発チーム内に徹底しておく必
要がある。
それでも目指すところが同じ（自動運転機能

の構築）であれば，お互いに利益享受できる関係
を構築できるかもしれない。しかし，相手の目
指すところが，自動運転車や機能ではなく，自
動運転車をIoTの一つととらえたiOSやAndroid
の様なプラットフォームを目指すとなれば，共
同研究・実証試験の成果の取り扱いの議論な
ど，考えただけで気が遠くなる。プラットフォー
ム運営から生まれるビッグデータの扱いなど
は，プラットフォーマーを目指すとすれば，絶
対にデータの権利を手放すわけはない。出来れ
ば，すべての知財成果を網羅し，自分の帰属と
したいはずである。自動車メーカーは，そのプ
ラットフォームの中で走れる車を提供する役割
だけを期待されているとすれば，協業するのも
正しいのかどうか疑問になる。
こういったケースへの対策としては，古典的

なやり方だが，受領する情報に対する，公知・
既知の情報を整理しておくことである。具体的
には，①相互に開示する情報を極端に制限して
協業に入る（コンタミネーションが起こる場面
を制限する），②相互に開示する情報には紐付
けをせず，成果も含めてお互いに自由に使える
ようにしておく（フォアグラウンドの成果は自
由実施），などの手当てしかないだろう。いず
れにせよ，自動車業界を知らない異業種との協
業には，知財部門は細心の注意をもって情報の
授受をモニターし，協業が終了した場合を常に
想定した対応を怠らないようにしたい。

もっとも，WaymoとUberの間で起こった人
材の移動によるノウハウ盗用問題を見れば，知
財部門としての対応にも限界がある。アメリカ
では個人の就業の自由とノウハウ保護は，連邦
法と州法の適用を受ける領域であり，州毎に問
題の解釈にも差がある。ベンチャーが多く集中
するカリフォルニア州は，個人の労働・就業の
自由を広く認める傾向にあり，移動した従業員
のノウハウ流用などの制限は難しいケースもあ
ると聞く。連邦法ではノウハウ保護は強化され
ているのだが，それを実際の現場で適用しよう
とすると，意外にも多くの障害があることは理
解していくべきだろう。知財部門としては，
USの子会社での研究開発活動に関しては，こ
ういった事態も起こりうることを採用する人事
サイドや技術部門トップへ啓発する活動は必要
であろう。

4 ．	IT企業の轍から学ぶこと

4．1　特許取引市場の形成

2000年以降，知的財産の流動化が本格化する。
Ocean Tomoというオークション会社が2003年
に設立され，証券のように市場を持たなかった
特許権にも，初めて私的市場がオープンした。
オークションにかける場合には，事前審査を受
けて認められるとオークションにかけることが
許可される。
やがて特許オープンマーケットと呼ばれる市場
が自然発生的に成立していく。特許を不特定多
数に売り込むことで形成される市場を特許オー
プンマーケットと呼んでいる一方，高額で買っ
てくれるであろう企業やNPEを特定し，相対取
引で販売を申し入れる，クローズド市場がある。
特許を多く抱えたアメリカの大学が，TLO
（Technology License Organization）を作り，
このオープンマーケットで営業活動を行うよう
になる。このオープン・クローズドマーケット
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において流通する特許の正確な統計はないのだ
が，一説にはクローズドの方が多いのではない
かと言われている。
そして特許の流動化の進展と相まって，特許
ブローカーやNPEを生み出すことになる。金融
証券取引法，証券取引業者の許認可・登録制度，
偽計取引の規制等，様々な法規制で構築された
金融証券市場と違い，何もルールのない特許オ
ープンマーケットは，取引業者の許認可制度も
ないので，悪質なブローカーも生み出してしま
う。しかし，NPEの中には株式を上場している
ところもあり，そこにはある程度の法規制がか
けられる。上場しているNPEでは，特許権の権
利行使によりハイリターンを宣伝し，投資家を
募っている。特許の権利行使ビジネスは，そん
なに甘くないはずである。金融商品取引法の下
では，「顧客に強い期待を抱かせるような断定
的判断で勧誘できない」のだが，特許市場には
このようなルールが存在しないので，どのよう
な宣伝も自由である。
2013年頃は，IT企業サイドでは増えすぎた
NPE訴訟の対防衛策として（あるいはイノベー
ション目的で），売り込みがあったか，オープ
ンマーケットから特許を購入するための知財部
門内のTransactionグループが活躍していた最
後の時代であった。企業によっては数十名規模
のスタッフを抱えて，リスクのありそうな特許
を数多く購入していたと聞いている。AIA（米
国改正特許法）以後のIPR手続きの新設や，企
業単独での対応の限界，その他の知財サービス
の利用など，理由はいくつかが考えられるが，
企業内Transactionグループはその後縮小されて
いった。

4．2　特許市場相場と訴訟コスト

AIAが全面施行された2013年当時，ある特許
ブローカーに聞いたところ，特許を売る当事者
は，さほど高額の販売額を希望しているという

ことではないことが分かった。数件の特許もし
くはファミリーで言えば，相場は$0.25million
以上で，それにクレームチャートがついていれ
ば，$1.0million以上で取引されているのが，相
場の平均といったところだった。もちろん，特
許の内容とクレームチャートの信頼性次第で
は，価格が大幅に変動する。
事業会社間の譲渡であれば，第三者への影響
も少ないが，これがNPEに譲渡されると，訴訟
という権利行使の手段につながってしまう。例
えば，あるNPEが$1.0millionで購入した特許を
使って利益を上げる場合は，当然それ以上の利
益を上げる前に複数社を訴えることになる。仮
に５社を訴えて，各社から$2.0millionの和解金
を引き出せるとすれば，以下の様な計算になる。
原告（NPE）側の試算：
１）特許購入： $1.0million
２）和解金： $10.0million（2M×５社）
３）訴訟費用： $  4.0million 
　　（成功報酬：40％）
４）総費用： $5.0million
　　差引収益： $5.0million
NPEサイドに立てば，ROIが500％という高い
数値になるわけで，これこそが投資家やヘッジ
ファンドが特許市場に投資してきた理由である。
一方，５社の被告側の立場に立てば，$2.0 
millionの和解金で決着するにしても，ディスカ
バリーをある程度進めることになる。少なくと
もマークマンヒアリングまでは進めるとすれば，
訴訟費用だけでも安く見積もっても$1.0million
はかかるとみて試算する。
被告側の試算：
５）訴訟費用（５社）： $5.0million
６）和解金（５社）： $10.0million
７）総支出費用（５社）： $15.0million
８）原告・被告支出費用合計： $20.0million
９）原告・被告弁護士費用： $9.0million
訴訟の原因となる特許を５社で事前に購入す
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れば，各社$0.2 millionで済むところが，結果と
しては$3.0 millionという10倍以上の出費とな
るわけである。仮に和解金を一社$0.5 millionに
下げたところで，特許を購入するコスト以上の
費用となってしまう。訴訟の原因を作る特許を
オープンマーケットから事前に共同購入するメ
リットがここにある。
もちろん変動要素は他にもある。訴訟になれ

ば，IPRでの対応もある。これがコスト的にも
被告費用を押し上げる。NPEサイドは，訴訟を
中断されたり，PTABとのIPR対応でコストと
時間がかかるので，出来る限り避けたいところ
である。特許購入に資金を借りていたり，株主
に早期リターンを約束している場合や株式を上
場しているNPEは，年度末が近くなると訴訟を
早期に和解する傾向があるという。しかし，豊
富な資金を持つNPEは，IPRなどでひるむこと
なく，多くの被告を相手に訴訟キャンペーンを
展開していく事になるので，被告サイドの費用
は巨額になっていく。

4．3　終わりの見えないNPE訴訟

企業が抱える余剰特許の市場への放出，金余
りによる余剰資金の特許市場への流入，過剰な
数の弁護士，NPEに好意的な裁判所，不安定な
損害賠償金の算定など，NPE訴訟を生む要因は
数多くあるわけだが，市場に特許を供給してい
るのは大半が事業会社である。そして，その同
業他社だけでなく，特許対象製品が組み込まれ
た商品を流通させる企業にも訴訟のリスクは広
がっていく。
特許を放出する企業の歴代ベスト10に必ず入
っている企業が，NPE訴訟を受けるトップ10に
も入っているというのも事実である。特許の
NPEへの供給が止まらなければ，NPE訴訟に
終わりはない。アメリカの大手自動車部品メー
カーも，ある時期に積極的に特許を売却したこ
とがあり，その後，日本やドイツの自動車関連

企業もこのオープンマーケットに特許を売りに
出している。一つの業界で，事業会社が市場の
特許をNPEに売却し始めると，訴訟の連鎖が限
りなく広がってしまう。
市場への特許の供給元は，事業会社にとどま
らない。様々なベンチャーが生まれるアメリカ
において，ベンチャーの設立５年後あたりの生
存確率は10％以下である。倒産するベンチャー
が残す資産は特許と人財（ノウハウ）ぐらいで，
この特許が破産整理と共にNPEに渡ることを考
えると，知財部門の立場からすれば暗澹たる気
持ちにさせられる。ソフトウエア・Eコマー
ス・ネットワーキングなどの訴訟の多い分野で
数多くベンチャーが存在するが，イノベーショ
ンの旗手として脚光を浴びるベンチャーの影に
は倒産時に安く特許を購入し訴訟に活用しよう
としているブローカーやNPEがいるのも事実で
ある。
AIA以前の様に高くは売れない昨今であるの
で，高く売る為には，クレームチャートに同業
他社を名指しでリストアップし，訴訟の可能性
を追記すれば，喜んで買うNPEは沢山ある。そ
して売る側にそういったクレームチャートを作
る気がなくても，売り主の意思に反してブロー
カーが勝手に進めてしまうケースもあるので，
ブローカーの見極めは慎重にしないと，思わぬ
余波を生むことになる。
実際，ある部品メーカーが特許を販売しよう
とした時に，ブローカーが勝手に取引先の企業
をクレームチャートにリストアップしてオープ
ンマーケットで販売活動を行っていた。売主は
事が広がる前にその情報をキャッチして対処で
きたのだが，これが証券市場であれば，不公正
取引に該当しかねない事態である。繰り返すが，
特許市場では，規制するルールが何処にもない
のである。
不要資産の活用で利益を上げることに異論は
ないが，一歩引いて考えれば一連の取引の中で
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一番利益を出しているのは弁護士であり，次に
NPE，あるいはその出資者という事実がある。
自社の保有する知財価値を最大限に活用するこ
とが，部門の責務であるという事も否定できな
いが，活用による影響も含めて，何を優先する
のかは，慎重に考えるべきであると思う。結果
として，それがNPE訴訟を増加させてきたわけ
だから。アメリカではNPEや投資家，弁護士を
集めたカンファレンスが毎年行われている。最
近では欧州や日本からの投資ファンドも，こう
いった会議に参加して，投資先を探していたと
聞いている。こういう動きがある限り，NPE訴
訟は終わることはない。

4．4　訴訟リスク対応ビジネス

しかし，アメリカの面白いところは，リスク
があれば様々なビジネスやソリューションが出
現する事である。過剰なNPE訴訟に対して，州
法によって根拠のないNPE訴訟を禁止する法律
が制定されたり，AST（Allied Security Trust：
メンバー企業で特許を共同購入する）・LOT 
Network・Unified Patents（技術ゾーンごとに
メンバーを募り，NPE所有の特許に対してIPR
を使って無効化を図る）・RPX（メンバーから
のファンドを使って，オープンマーケットから問
題特許を購入する，メンバーの特許訴訟をライ
センスにより解決する，訴訟保険の提供）など，
知財訴訟リスクを低減すべく様々なソリューショ
ンサービスの企業が現れる事である。
前述の，LOT NetworkとはLicense on Trans-

ferの略称で，メンバーがNPEに特許を売却し
た場合に限り，他メンバーに無償実施権を供与
し，メンバー企業の将来の訴訟リスクを未然に
防ぐ組合的組織である。無駄なNPE訴訟を増や
さないという志を持った企業が参加している。
更には，このLOTという概念を使い，LOT 
Networkに参加せず，独自の判断で二社間で 
Bi - lateral LOT契約を推進する企業もある。

LOT Networkは，参加企業が多ければそれだ
け将来のNPE訴訟リスクも下げられるのだが，
ライセンシーとなる企業の選択はできない。二
社間のLOTとなれば，相手を選択する機会が
あるので，より戦略的なLOT関係を構築する
ことが出来るのである。
ここで具体事例を紹介したい。二社間のLOT
を推進していたのはある半導体企業であった。
当然，彼らはLOT Networkには参加していな
いのだが，将来の顧客への影響を考えて，異業
種とのLOT関係構築を推進しているとの説明
であった。自動車業界においては，半導体企業
はTier２・３あたりの位置にあり，どの完成車
メーカーとも直接取引のない位置にある。
もしNPEによる特許訴訟が完成車メーカー
に起こされても，侵害補償は垂直的取引関係で
対応できるのだが，その訴訟が連邦地裁ではな
く，ITC（国際貿易委員会）に提訴された場合は，
負ければ輸入差し止めもある。そのリスクは，
垂直的補償関係ではカバーできず，半導体を使
った部品・システム・完成車のアメリカへの輸
入が止まるという最悪の事態を招きうる。ある
いは，短期間の訴訟プロセスの中で，不利な交
渉を迫られる事にもなりうる。
仮に，その半導体企業が積極的に特許を売却
しようとしなくても，場合によっては会社の判
断で事業整理が行われ，有形無形資産は売却や
譲渡される。その特許の行き先がNPEにならな
いとも限らない。その特許を購入するNPEは同
じ半導体の製造企業を訴えることもできるが，
より高額の賠償金を狙って下流に位置する完成
品を製造販売する相手に訴訟を仕掛けるわけで
ある。CPUやGPU満載の自動走行車を考えれば，
半導体特許がいかに大切か理解できると思う。
今や半導体はクルマのあらゆる場所に使われ
ているわけであり，ここでのリスクは計り知れ
ないほど，広がる可能性がある。CASE/MaaS
の時代を考えれば，完成車メーカーとしての開
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発責任（知財部門の特許クリアランス責任範囲
外）を超えたところにも，知財リスクが存在す
ることを認識すべきである。それが半導体であ
れ，特殊な材料であれ，先の訴訟リスクを見越
して，あらゆる事態を想定した対応が出来る準
備をするべきである。
2000年以前は知財訴訟に無縁だった銀行やク

レジットカード会社など，インターネットバン
キング事業などが知財訴訟に晒されることにな
り，今では，複数の銀行で特許クリアランス会
社を作り，そこからクリアランスサービスの提
供を受けているという銀行もある。2016年の
Alice判決のスタンダードが，もっと早く出さ
れていれば，銀行への特許訴訟も違った結果に
なっていたはずではあるが，歴史の時間を戻す
ことはできない。
5Gによる通信サービスが本格化する2020年

代は，車だけでなく，産業製造機器やあらゆる
モノがネットにつながる。CASE/MaaSの時代
には車内においていろんなサービスを享受でき
る。車内にいながらにして買い物も支払いもで
きる，映画も見られるとなると，Eコマースや
ネットワーキングビジネス，メディアコンテン
ツ配信など，訴訟が多かった技術領域に自動車
が入っていく事になる。そういったタイミング
をNPEは虎視眈々と狙っており，今は，それが
起きる前の踊り場にいると理解している。

4．5　協調型Transactionの必要性

これからのIoT時代は，5G通信技術が様々な
モノ（産業・サービス）を産業の壁を越えてつ
なげてしまうことになる。車のオーナーが，自
分のモバイルデバイスを使い，アプリ・ネット
ワーク・サーバーを通じて各種サービスに接続
できるだけでなく，国境を越えてもそのサービ
スは享受できる。そこには，数多くの特許・技
術ライセンスが関与するだろうし，訴訟となれ
ば複数の当事者を巻き込む複雑なものにならざ

るをえない。現状では，通信技術や画像圧縮技
術など，ワンストップで解決できるまとまった
パテントプールはなく，乱立に近い状態ともい
える。意図的にパテントプールに入らない企業
や非事業会社などと個別にライセンスするとし
ても，ライセンス条件や交渉が複雑になれば弁
護士を使わざるを得ない。一社でのコストはさ
ほど大きくなくても，業界あるいは複数の業界
を巻き込んだリーガルコストは巨大になってい
く。それが訴訟となると，一社でのコストだけ
でも高額になり，複数の当事者を巻き込んだリ
ーガルコストは巨額になっていく。
こと特許責任に関しては，長らく自動車業界
は完成車メーカーとシステム・部品企業との垂
直的な補償関係にあったが，これからの
CASE/MaaSの時代には，それが続く保証はな
い。新規のIT系の企業も，既存の企業も，起
こりうる知財リスクには限定的な補償（あるい
は無保証）を求める傾向にある。完成車メーカ
ーが，こういう事態に備えるとすれば，ライセ
ンスでも市場から訴訟のもととなる特許を購入
しリスク排除するのも，当時者が協調して対処
することが，全体の知財Transactionのコスト
を削減できる鍵になる。
また，オープンマーケットから訴訟防御目的
あるいはイノベーション目的で特許を購入する
という機能も，これまで以上に必要になるはず
である。ただ，市場からの特許購入といっても，
市場の相場観や，ブローカー，NPE相手の交渉
経験など，多くの経験とノウハウが要求される。
メンバーを募りファンドを集中させオープンマー
ケットからの特許を（独禁法に配慮した形で）
自分たちで調達することもできるだろう。
しかし，オープンマーケットに出てくる特許
を百戦錬磨のブローカー相手に交渉する訳であ
る。相手の素性や過去の取引経験を知り尽くし
ておかないと，ブラフであっても言ったもん勝
ちの交渉スタイルなど，法規制がない中での取
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引であるために，単独で行うよりも業界の中で
協調して購入するのか，前述した経験豊富な既
存の外部サービスを利用するのも一考である。
アメリカでの駐在期間中に，前述したサービ
スを使って，特許の共同購入をする機会が何回
かあった。同業他社とIT・ソフト系の企業と
共同で購入することが多かった。彼らもクレー
ムチャートで自社を名指しされた特許を購入し
ていてはキリがないので，ある程度ハイリスク
というものを選択して購入をかけるのは同じだ
が，業種は違えどリスク判断のレベルが割と近
いことに感心したことが多い。
各社，NPE訴訟を経験したベテランの判断レ
ベルは，単純に新規性の問題で無効化できるよ
うな特許を除けば，訴訟で苦労させられるであ
ろう特許を抽出して購入判断を行う。それは鑑
定を受けるレベルでの無効判断とは異なる，訴
訟経験上の判断と言えるだろうか。この価格（ワ
ンプライスであり，金額の交渉余地はない）で，
この特許を買えるならば，後の事態を想定すれ
ば，リスク回避に有効であるという判断が出来
る。異業種の企業とのこういった議論は，とて
も参考になったと記憶している。（ちなみに，
こういった議論の場を作ることに，独禁法上の
配慮はされているので，誤解なきように）
2020年以降に来るであろうCASE/MaaSの時
代には，従来の自動車産業の枠を超えた企業と
の連携や様々な技術の集大成となるプラットフ
ォームが出来る。そこに至る過程においては，
イノベーション目的であっても訴訟防衛目的で
あっても，外部からの特許調達ということは欠
かせないはずである。相手がパテントプールで
あれ，非事業者であれ，購入やライセンス導入
するサイドは，複数の当事者を集めて協調して
行っていく事が効率の面でも重要になるはずで
ある。
特許訴訟でもう一つ書いてみたいことがある。

あるカンファレンスで，デラウエア・北カリフォ

ルニア・東テキサス地区の連邦裁判所の裁判官
を集めたパネルディスカッションがあった。判
事たちの発言で興味深かったのは，彼らはアメ
リカのディスカバリー制度や司法制度自体に絶
対の自信と信頼を持っているという事である。
長年，判事を務めているのだから，当然と言え
ば当然なのだが。
日本人からすれば，強力なディスカバリー制
度は訴訟上の大きな経済的・工数的負担を生み
出すだけでなく，悪用されれば無駄そのもので
しかない情報の提供も強要されることになる。
集められた情報の何％がトライアルで使われる
のか，統計データがあれば見てみたいくらいだ
が，各判事は，ディスカバリー制度やアメリカ
の司法制度が，世界中でベストな訴訟制度だと
言い切っていた。また訴訟をして正しい審理を
受ける権利は誰にでもあり，それをSummary 
Judgementなどで，早期解決することは，良い
事だと考えていないのである。
彼らの言葉を，記憶の限りそのまま伝えたい
と思う。「あなた方の弁護士は，訴訟の早期解
決を狙ってSummary Judgementを提案するだ
ろう。多くの若手弁護士を使って資料を準備し，
その申し立てを行うことで，訴訟を早期に終結
できるとクライアントに提案するだろう。はっ
きり言って，それは止めた方がよい。我々，判
事は訴訟を早期に解決することを原則として良
しと思っていない。双方の主張を聞いて判断す
るのが，裁判所の役割であるから，弁護士のい
う事を聞いてSummary judgementに費用をか
けることは，無駄だと断言できる。それは止め
た方が良い。若手弁護士の育成に使われるだけ
です」との言葉であった。同席していた弁護士
は苦笑いしていたが，特許裁判を多く扱ってき
た各地区の判事は，皆その言葉に同意していた
のである。
これからの100年に一度の自動車の大変革の
時期に，スピード感ある判断が出来る知財部門
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でなければならず，自動車産業を超えて世界を
広く見る目が欲しい。産業としての裾野が広い
自動車産業ではあるが，この産業界を超えたと
ころから地殻変動が起きている今である。外で
起きているニュースに常に目を向け，遠くで起
きた出来事であっても，それがバタフライエフェ
クトの様に，あるタイミングで自社の身に起き
る影響を想定できるような高い感受性と想像
力，既存の枠にとらわれないフレキシビリティ
が，これからの知財部門やそのリーダーとなる
人材育成には必要なのではないかと思う。
今が自動車産業の転換期であるというならば，
それはそのまま知財部門の役割・意識の転換期
でもあると思う。部門を支える一人一人の意識
変換や，ビジネスを広くとらえられる目を養う
ような人材育成が必要ではないかと思う。これ
までは，組織の力で動いてきた感のある日本企
業だが，世の中の動きに機敏に反応する，ある
いは想像力や創造力あふれる個人に活躍の場を
与えることも必要であろう。イノベーションを
扱う知財の人間が，イノベーティブに動けるよ
うな育成や環境づくりが理想になると思う。
前述の二社間のLOT関係構築の価値が即座

に理解できるような人材育成も重要となろう。
普通は，自社と取引関係にある企業ならともか
く，無関係の企業からLOT契約の話が飛び込
んできた場合，それを整理して社内で検討する
のには時間がかかる。将来，自社が特許を売却
する際に，事前の無償ライセンスを確約すると
なると，その案件をオーソライズするのが事業
部なのか本社なのか，日本企業なら判断するの
に時間がかかるのは，容易に推測出来る。しか
し，こういった案件にも迅速に対応推進できる
個人であり組織でありたい。垂直的なサプライ
チェーンの範囲を超えて，こういった戦略的な
知財の取り組みや，世界初の新たな知財の取り
組みが，日本から生まれることも期待したい。
更に言うならば，組織としての判断のスピー

ドを上げる事だろう。アメリカの知財部門のト
ップはGeneral Counsel（GC）である。社内で
は知財と法務部門を束ねる唯一の存在であり，
役員と同等以上の立場が多い。GCの判断一つ
で進むことが多く，その判断スピードは速い。
このGCの様な立場の知財部門を代表する役員
がいて，コーポレートレベルの知財マターの経
営的判断をスピーディに出来るような組織づく
りも，重要な検討課題である。

5 ．	標準必須特許対策

これはアメリカで実際に体験した話であるが，
ほぼ時を同じくして二件の特許の売り込み兼相
談があった。一つ目は，特許弁護士からで，個
人で特許事務所を経営する傍ら，自動車の自動
走行技術に関して数々の特許を出願し保有して
いるというもの。兄弟で特許弁護士と自動車エ
ンジニアだそうで，二人で自動走行技術につい
て早くから議論し，様々なアイデアを特許出願
してきたのだとか。
ハードウエアの開発をするわけでもなく，技

術ディスカッションとシミュレーションを重ね
ながら特許出願してきたのだが，出願タイミン
グが早く，実際に開発している自動車メーカー
やデバイスメーカーからの特許出願より先願と
なり，彼らの特許の多くが後願の引例として採
用されている実績もある。そういった特許が百
件以上あり，それをまとめてどこかに売りたい
という相談だった。
二件目は，プライベートな研究機関で，20名

近くの博士号を持った研究者を集めて技術サー
ビスを提供している会社である。製品を持たず，
研究開発だけで10年以上事業を継続しているの
で，まっとうな実績を持っているのだが，本業
の傍ら，4G・LTE・5Gなどの通信技術に関し
て，数百件の特許を保有しているとのことだっ
た。標準規格の推進に合わせて，出願内容を補
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正したり，不要となった出願を取り下げたりしな
がら，保有特許を随時整理して，高品質のポート
フォリオを整備している。どちらも，資金面で
は困っていないので，すぐにNPEに売却するこ
とはないとの事だったが，まとめて購入してく
れるところがあれば，検討したいと話していた。
こういった事例は，氷山の一角ではないかと
推測する。CASE/MaaSを取り巻く技術であれ
ば，大手企業に属さなくても，こういった個人
やベンチャー規模の組織から出願される特許も
見過ごすことはできない。とはいえ，こういっ
た自動車OEMを複数含むグループが出来ても，
その他のグループとの特許問題が解決するわけ
ではない。異業種企業の特許，標準必須特許を
保有するグループの特許，前述のようにマイク
ロレベルの規模でありながら，高質の特許を保
有するグループの特許，など広範囲に渡って目
を向けていないと，どこからリスクが起きてく
るのか，あるいは自社（グループ）にとっての
メリットを得られるのか，そういった機会を見
逃すことになる。サプライチェーンの中では対
処できない問題が待ち受けていると言える。
通信規格の標準必須特許を集めたあるグルー
プは，パテントプールを形成するグループメン
バーに訴訟を行っている。あるライセンシータ
ーゲット企業相手に特許訴訟を起こした結果，
被告がライセンシーとなれば，訴訟費用はあと
で補償される仕組みだそうだ。
標準規格をサポートする必須特許であれば，
誰もが納得する合理性のある額をライセンスと
して徴収するのが理想であり，そういった裏付
けのある特許に対してのロイヤリティ支払いは
誰もが賛成するはずである。しかし，特定の標
準規格に対する標準必須特許のグローバルな特
許ランドスケープを把握することが難しい以
上，合理性の判断は難しい。そういう状況の中
で，自称必須特許を数多くそろえて，訴訟を道
具に使いアプローチするというグループに対抗

していくには，市場から特許を協調調達して，
対抗できる特許ポートフォリオを充実させるだ
けでは難しい。こういったグループに対抗して
いくには何か，新しい取り組みが必要であろう。
5Gの規格となると，中国が標準必須特許を
大量に押さえているとの報告もあり，CASEに
おけるコネクティッドカーの場合，標準必須特
許のロイヤリティ問題をどう解決していくの
か，そして5Gが採用されるとなると，本来通信
技術に直接タッチしていない自動車完成車メー
カーの知財部門としては，悩み深いところである。
発明というのは本来，科学技術の発展やイノ
ベーションに寄与するものであり，それを保護
する知財制度も，同じ目的を持っている筈なの
である。それが，デジタル技術やインターネッ
トの技術革新の変化に対応できず，強力な排他
権を維持したまま存在しているのであるが，そ
の知財制度の修正の議論が，グローバルで進む
ことを願ってやまない。

6 ．	おわりに

2020CESにおいてトヨタが富士の裾野で展開
するコネクティッド・シティの構想を発表し
た。車だけでなく人とあらゆる物やサービスが
つながる実証都市の計画の発表である。完成車
メーカーが，IoTのツールとしての車の提供と
いう役割に終わらず，プラットフォーマーとし
て都市設計にあたるという試みは，100年に一
度の変革期を乗り越えるための大きな試金石に
なるであろう。
様々な企業が参画し，大きなプラットフォー
ムの下にIoT社会，クルマで言えばCASEや
MaaSが実現される姿は理想的である。自動車
完成車メーカーが，IoTのツールとしてのクル
マの提供者になるのか，プラットフォーマーと
しての位置を確固たるものにするか，2030年を
超えた時点でのビジネスの勝者を導き出すに
は，必要な試みである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 70　No. 4　2020466

こういったプラットフォームの構築は，これ
から世界中で展開されていくであろう。ゼロか
ら都市を立ち上げるのか，既存のサービスを組
み合わせながらCASE/MaaSの実現に近づこう
とするのか，様々なレベルがあると思われる。
そして，そこに参加する企業の知財をどう整理
していくかは，知財部門の腕の見せ所といえよ
う。バックグラウンド・フォアグラウンドの特
許・ノウハウの帰属，パテントプール，クロス
ライセンス，特許責任補償などプラットフォー
ムの中で，知財の諸契約条件を企画整理し契約
に反映する場合の知財担当者の苦労は，計り知
れない。
CASE/MaaSの実証となれば，裾野の広いと
言われた自動車産業を大きく超える企業の参加
が必要であり，そこに集まる企業・大学・人
財・知恵が集まり，2030年に向けたイノベーシ
ョンを作り出せることが必要であろう。ビジネ
スはよりグローバルになり，国境の壁が消失し
てきている。日本から生まれたイノベーション
が，世界に展開されていくときに，グローバル
な知財のリスクを予想し，対策を打ち，開発投
資に見合う以上の知財リターンを企画展開でき
る知財部門になることを期待したい。

カリフォルニアのアナハイムのディズニーラ
ンドには，1955年の開園以来最古のアトラクショ
ンであるゴーカートのAUTOPIAがある。そこ
には開園当時夢見ていた，未来のクルマ社会の
映像が大きなスクリーンに映し出されている。そ
れはCASE/MaaSの時代を予言したかような内
容である。もし行く機会があれば，足を運んで
みてはいかがだろうか。カートを運転して喜ぶ
子供たちの笑顔を見ると，クルマの未来も見え
てくる。
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